
⽇本⼩児がん看護学会学術集会への演題応募における研究倫理および倫理的配慮に関する指針 
 

1. 本指針の⽬的 
本指針は，⽇本⼩児がん看護学会（以下，本学会）が主催する学術集会における演題応募および発表に際し，
⼈間の尊厳および権利が守られつつ，看護実践・研究の適正な推進が図られることを⽬的とする．本指針は，
「⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針」および「看護研究における倫理指針」に準拠し，
看護職が所属する多様な機関・施設からの演題応募において，倫理的配慮の最低基準を⽰すものである． 
 

2. 本指針の適⽤範囲と倫理上の問題が認められた演題への対応 
本指針は，本学会が主催する学術集会に応募されるすべての演題に適⽤する．学術集会運営委員会において
倫理的に重⼤な問題があると判断された場合には，当該演題を不採択とする場合がある． 

 
3. 研究・実践等における基本原則 

すべての演題にかかる研究・実践等（以下，研究）は，以下の原則に基づいて実施・報告されなければなら
ない． 
1) 社会的及び学術的意義を有するものであること 
2) 研究分野の特性に応じた科学的合理性が確保されていること 
3) 研究により得られる利益と研究対象者への負担やその他の不利益が⽐較考量されていること 
4) 研究対象者への事前の⼗分な説明を⾏うとともに，⾃由意思に基づく同意が得られていること 
5) 社会的に弱い⽴場にある者への⼗分な配慮がされていること 
6) 研究に利⽤する個⼈情報等が適切に管理されていること 
7) 研究の質及び透明性が⼗分に確保されていること 

 
4. 倫理審査に関する基本指針 

応募されるすべての演題について，原則として，所属機関等の倫理審査委員会による審査・承認，または倫
理審査不要の判断を受けることを求める．ただし，(1) 公開情報のみを⽤いる⽂献レビュー等，(2) 既存の
資料もしくはデータベースを⽤いた研究，(3) 事例／症例報告，(4) 実践／活動報告については，所属機関
等の規程に照らして倫理審査が明らかに不要である場合には，倫理審査委員会による審査を必須としない．
なお，上記のいずれにおいても未公開データや個⼈を特定しうる情報を利⽤する場合は，原則として倫理審
査委員会による審査を受けることとする． 
 

5. 所属機関に倫理審査委員会がない場合および倫理審査が明らかに不要である場合の対応 
演題応募者の所属機関に倫理審査委員会が設置されていない場合であっても，上記に従い，演題については
外部機関（看護協会等）の倫理審査委員会による審査を受けることを推奨する．ただし，外部機関の倫理審
査を受けることが困難な場合，もしくは所属機関等の規程に照らして倫理審査が明らかに不要である場合
は，上記「3. 研究・実践等における基本原則」を遵守していることに加えて、演題の種別ごとに下記の要件
を満たすことを応募の条件とする． 
1) 公開情報のみを⽤いる⽂献レビュー等・既存の資料もしくはデータベースを⽤いた研究 
① 発表に⽤いた情報・資料・データ等について，適切な引⽤／出典明⽰を⾏うとともに，著作権および

利⽤規約等を遵守し，必要に応じて提供元の利⽤条件に従い，所要の⼿続き（届出等）を⾏っている． 
2) 調査研究（質的・量的・混合研究等の研究⽅法を問わない）・事例／症例報告・実践／活動報告 
 ① 発表内容について、所属施設の⻑もしくは所属⻑の許可を得ている． 



② 対象者もしくは家族等の代諾者に対し，学術集会で報告する⽬的と内容を説明し，⽂書もしくはそれ
に準じた⽅法により研究実施および発表の同意を得ている． 

③ 同意を得ることが困難な場合、その理由と個⼈情報保護のために講じた代替措置を抄録および発表内
容に明記している． 

④ 個⼈情報保護のため，回答や記録の仮名化を⾏い，情報の削除や統計的集計等により個⼈が特定され
ない形で結果を公表している． 

⑤ 発表内に特定の個⼈（対象者や職員）の写真や発⾔，アンケート回答等が含まれる場合は、使⽤範囲
を明⽰した上で対象者から同意を得ている． 

3) 上記の区分に該当しない演題 
本学会が主催する学術集会の会⻑が、研究倫理および倫理的配慮について確認し、承認を与えた場合． 

 
6. その他の遵守事項 

1) 演題応募および発表において，研究対象者等の⽒名，イニシャル，顔写真，具体的な居住地，受療施設
名，稀少な疾患や属性の組み合わせなど，個⼈（対象者や職員等）を特定し得る情報はすべて削除または
修正すること． 

2) 発表が対象者に不利益・不名誉を与えないよう，記述表現に⼗分に配慮すること． 
3) 応募演題は，他の学術集会で発表済みまたは発表予定でないことを原則とする． 

 
⽇本⼩児がん看護学会 
 
 
 
付則 
この指針は，令和 8年 3⽉ 11 ⽇から施⾏する． 


